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新型コロナウイルス感染症対策としての 

障害者割引の割引有効期限を延長する特例措置について 

 

「有料道路における障害者割引制度」について新型コロナウイルス感染症の影響で、福祉事務所等での

障害者割引制度の割引有効期限の更新手続き等が困難なお客さまがいらっしゃることを踏まえ、下記の

とおり特例措置を実施いたします。 

 

 

○ 特例措置の内容 

通行時点で割引有効期限を経過している場合において、令和 2 年 7 月 31 日までの間、身体

障害者手帳・療育手帳に記載の有効期限に関わらず、割引を適用いたします。 

 

○ 対象となるお客さま 

令和 2 年 3 月 1 日から令和 2 年 7 月 30 日までの間に障害者割引の割引有効期限を迎える方 

   

○ お申し出等の方法 

 

 ■手帳呈示により障害者割引をご利用のお客さま 

○手帳をご呈示いただく際、併せて料金所係員に更新手続きがお済みでない旨をお申し出くだ

さい。 

○有効期限のほか必要な記載事項等を確認させていただいたうえで、割引適用要件に該当する

場合には、割引を適用いたします。 

※通行料金の支払い後にお申し出いただいた場合は、割引適用は致しかねますので、予めご

了承ください。 

  

 ■ＥＴＣにより障害者割引をご利用のお客さま 

   ○令和 2 年 3 月 1 日から令和 2 年 7 月 30 日までの間に障害者割引の割引有効期限を迎える方に

つきましては、有料道路ＥＴＣ割引登録係にて割引有効期限を令和 2 年 7 月 31 日までに延

長します。なお、変更にあたって、お客さまよりお申し出いただく必要はございません。 

※令和２年５月７日以降の走行が本措置の対象です。令和２年５月７日より前の走行に関す

る通行料金へ本措置の適用は致しかねますので、予めご了承ください。 

 

○ ご注意事項 

 本措置は、割引有効期限を延長するものであり、手帳の記載事項（登録車両など）が確認で

きない場合や、登録車両以外の車両でのご利用など、割引有効期限以外で割引適用要件を満

たさない場合は、本措置の対象とはなりません。 

 本措置は、令和 2 年 7 月 31 日までの取り扱いとなります。それ以降は本措置の対象となり

ませんので、令和 2 年 7 月 31 日までに福祉事務所等で割引有効期限の更新手続きを行って



ください。 

 令和 2 年 3 月 1 日より前に割引有効期限を過ぎた方につきましては、福祉事務所等で新規申

請の手続きを行ってください。 


